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小牧市会計年度任用職員の給与の決定、支給等に関する規則

の一部を改正する規則 

 

 小牧市会計年度任用職員の給与の決定、支給等に関する規則（令和２年

小牧市規則第２５号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１児童クラブ支援員の項を削り、同表一般事務員（変則）の項の

次に次のように加える。 

児童クラブ支援補助員 行政事務 １級 時間額 ７号 １６号 

別表第１外国人児童生徒日本語指導員の項の次に次のように加える。 

児童クラブ支援員 行政事務 １級 時間額 ２６号 ３９号 

別表第１児童クラブ指導員の項を削り、同表ヤングケアラー・コーディ

ネーターの項の次に次のように加える。 

児童クラブ指導員 行政事務 １級 月額 ５０号 ６５号 

別表第２非常勤講師の項中「２,８３０円」を「２,８６０円」に改める。 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


